
JP 6646464 B2 2020.2.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる時間帯に取得された３以上の心電図データに対する自動解析結果を取得す
るように構成された取得部と、
　３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結果表
示画面を生成するように構成された生成部と、
　前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させるように構成された表示制御部と
、を備え、
　前記表示制御部は、前記３以上の自動解析結果の各々を前記３以上の解析結果表示領域
のうちの一つに表示し、
　前記表示制御部は、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果を前記第１の解析結果比較領域に表示し、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果を前記第２の解析結果比較領域に表示する、生体情報表示装
置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記第１の解析結果比較領域に表示された前記第１の自動解析結果
と前記第２の解析結果比較領域に表示された前記第２の自動解析結果との間の差異点又は
共通点を強調表示するように構成されている、請求項１に記載の生体情報表示装置。
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【請求項３】
　前記３以上の自動解析結果の各々は、少なくとも１つの所見情報を有し、
　前記表示制御部は、前記第１の自動解析結果の所見情報と前記第２の自動解析結果の所
見情報との間で共通する又は異なる所見情報を強調表示するように構成されている、請求
項２に記載の生体情報表示装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２の解析結果比較領域は、前記解析結果表示領域よりも大きい、請求項
１から３のうちいずれか一項に記載の生体情報表示装置。
【請求項５】
　前記第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示されたときに、
　前記表示制御部は、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第１
の解析結果比較領域に関連付けるように、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果
表示領域を強調表示し、
　前記第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示されたときに、
　前記表示制御部は、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第２
の解析結果比較領域に関連付けるように、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果
表示領域を強調表示する、請求項１から４のうちいずれか一項に記載の生体情報表示装置
。
【請求項６】
　前記３以上の自動解析結果は、前記３以上の解析結果表示領域に時系列に表示される、
請求項１から５のうちいずれか一項に記載の生体情報表示装置。
【請求項７】
（ａ）互いに異なる時間帯に取得された３以上の心電図データに対する自動解析結果を取
得するステップと、
（ｂ）３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結
果表示画面を生成するステップと、
（ｃ）前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させるステップと、
を含み、
　前記ステップ（ｃ）では、
　前記３以上の自動解析結果の各々が前記３以上の解析結果表示領域のうちの一つに表示
され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示される、生体情報表示
方法。
【請求項８】
　前記ステップ（ｃ）では、
　前記第１の解析結果比較領域に表示された前記第１の自動解析結果と前記第２の解析結
果比較領域に表示された前記第２の自動解析結果との間の差異点又は共通点が強調表示さ
れる、請求項７に記載の生体情報表示方法。
【請求項９】
　前記３以上の自動解析結果の各々は、少なくとも１つの所見情報を有し、
　前記ステップ（ｃ）では、前記第１の自動解析結果の所見情報と前記第２の自動解析結
果の所見情報との間で共通する又は異なる所見情報が強調表示される、請求項８に記載の
生体情報表示方法。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の解析結果比較領域は、前記解析結果表示領域よりも大きい、請求項
７から９のうちいずれか一項に記載の生体情報表示方法。
【請求項１１】
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　前記ステップ（ｃ）では、
　前記第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示されたときに、前記第１
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第１の解析結果比較領域に関連付け
るように、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示され、
　前記第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示されたときに、前記第２
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第２の解析結果比較領域に関連付け
るように、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示される、請
求項７から１０のうちいずれか一項に記載の生体情報表示方法。
【請求項１２】
　前記３以上の自動解析結果は、前記３以上の解析結果表示領域に時系列に表示される、
請求項７から１１のうちいずれか一項に記載の生体情報表示方法。
【請求項１３】
　互いに異なる時間帯に取得された３以上の心電図データに対する自動解析結果を取得す
る機能と、
　３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結果表
示画面を生成する機能と、
　前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させる機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムであって、
　前記解析結果表示画面を表示部に表示させる機能では、
　前記３以上の自動解析結果の各々が前記３以上の解析結果表示領域のうちの一つに表示
され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示される、プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムが記憶されたコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報表示装置および生体情報表示方法に関する。また、本発明は、当該
方法を実行するためのプログラム及び当該プログラムが記憶されたコンピュータ読取可能
な記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の心電図波形（生体情報波形の一種）を目視により比較する手動解析では、医師等
の医療従事者の熟練の技術が必要となるため、複数の心電図データ（生体情報データの一
種）を自動解析装置で自動解析し、自動解析装置により解析された複数の自動解析結果を
目視により比較することで患者に対する診断が行われている。従来では、医療従事者は、
自動解析結果が表示された表示装置の画面に対して種々の操作（画面切替や画面分割等）
を行い、目視によって複数の自動解析結果を比較することで、患者に対する診断を行って
いた。このように、従来では、複数の自動解析結果を比較するために種々の操作を行う必
要があり、多くの手間を要していた。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、２つの心電図データの所見情報を自動解析結果として画面上に
表示する表示装置を開示している。特許文献１に開示された表示装置によれば、同一患者
における現在の心電図データに対する自動解析結果（所見情報）と過去の心電図データに
対する自動解析結果（所見情報）を並べて表示することで、現在の心電図データの自動解
析結果と過去の心電図データの自動解析結果を比較的容易に比較できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２０８３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された表示装置では、現在の心電図データに対する自
動解析結果と過去の心電図データに対する自動解析結果を比較するのに適している一方で
、２つの過去の心電図データに対する自動解析結果を比較することは想定されていない。
また、当該表示装置を用いて２以上の自動解析結果を比較基準である自動解析結果と比較
することで患者の診断を行うことは想定されていない。特に、当該表示装置を用いて任意
の２つの自動解析結果を選択して、選択された２つの自動解析結果を比較することは想定
されていない。
【０００６】
　本発明は、比較的簡単な操作により複数の生体情報データに対する自動解析結果を比較
することができる生体情報表示装置および生体情報表示方法を提供することを目的とする
。また、当該生体情報表示方法を実現させるためのプログラムおよび当該プログラムが記
憶されたコンピュータ読取可能な記憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る生体情報表示装置は、
　互いに異なる時間帯に取得された３以上の生体情報データに対する自動解析結果を取得
するように構成された取得部と、
　３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結果表
示画面を生成するように構成された生成部と、
　前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させるように構成された表示制御部と
、
を備え、
　前記表示制御部は、前記３以上の自動解析結果の各々を前記３以上の解析結果表示領域
のうちの一つに表示し、
　前記表示制御部は、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果を前記第１の解析結果比較領域に表示し、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果を前記第２の解析結果比較領域に表示する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、比較的簡単な操作により複数の生体情報データに対する自動解析結果
を比較することができる生体情報表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る生体情報表示装置を示すハードウェア構成図である。
【図２】制御部の機能ブロックを示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る生体情報表示方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図４】解析結果表示画面を示す図である。
【図５】解析結果表示画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。尚、本実施形態の説明
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において既に説明された要素と同一の参照番号を有する要素については、説明の便宜上、
その説明は省略する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態（以下、単に「本実施形態」という。）に係る生体情報表示
装置１のハードウェア構成図を示す。図１に示すように、生体情報表示装置１（以下、単
に「表示装置１」という。）は、制御部２と、記憶部３と、ネットワークインターフェー
ス４と、表示部５と、入力操作部６とを備える。これらはバス８を介して互いに通信可能
に接続されている。
【００１２】
　表示装置１は、心電図データの自動解析結果を表示するための専用装置であってもよい
し、例えば、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット、操作者（医療従事
者）の身体（例えば、腕や頭等）に装着されるウェアラブルデバイス（例えば、Ａｐｐｌ
ｅ　Ｗａｔｃｈ等）又は生体情報モニタであってもよい。
【００１３】
　制御部２は、メモリとプロセッサを備えている。メモリは、例えば、各種プログラム等
が格納されたＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やプロセッサにより実行され
る各種プログラム等が格納される複数ワークエリアを有するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。プロセッサは、例えばＣＰＵ(Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ)であって、ＲＯＭに組み込まれた各種プログラ
ムから指定されたプログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭとの協働で各種処理を実行する
ように構成されている。
【００１４】
　特に、プロセッサが後述する生体情報表示プログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭとの
協働で当該プログラムを実行することで、制御部２は、表示装置１の各種動作を制御して
もよい。制御部２及び生体情報表示プログラムの詳細については後述する。
【００１５】
　記憶部（ストレージ）３は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、Ｓ
ＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、ＵＳＢフラッシュメモリ等の記憶装置で
あって、プログラムや各種データを格納するように構成されている。記憶部３には、生体
情報表示プログラムが組み込まれてもよい。また、複数の心電図データの自動解析結果が
記憶部３に保存されていてもよい。心電図データは、図示しない心電図センサによって生
成される。心電図センサは、患者の心臓から生成される微弱な電気信号を検出することで
、心電図データを生成するように構成される。ここで、心電図データは、時間軸上で連続
的に発生する心拍波形（ＱＲＳ波形等）を有する心電図波形を表す。心電図データの自動
解析結果は、図示しない自動解析装置によって生成される。自動解析装置は、心電図セン
サによって生成された心電図データを受け取り、当該受け取った心電図データを自動的に
解析することで、心室性期外収縮やＴ波異常等の所見情報を含む自動解析結果を生成する
ように構成される。心電図データの自動解析結果の詳細については後述する。
【００１６】
　ネットワークインターフェース４は、表示装置１を図示しない通信ネットワークに接続
するように構成されている。ここで、通信ネットワークは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）又はインターネ
ット等である。例えば、生体情報表示プログラムや複数の心電図データの自動解析結果は
、通信ネットワーク上に配置されたコンピュータからネットワークインターフェース４を
介して取得されてもよい。
【００１７】
　表示部５は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等のディスプレイ装置であって
もよいし、操作者の頭に装着される透過型又は非透過型のヘッドマウントディスプレイで
あってもよい。表示部５は、制御部２によって生成された解析結果表示画面１０（図４，
５参照）を表示するように構成される。
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【００１８】
　入力操作部６は、表示装置１を操作する操作者の入力操作を受付けると共に、当該入力
操作に対応する指示信号を生成するように構成されている。入力操作部６は、例えば、表
示部５上に重ねて配置されたタッチパネル、筐体に取り付けられた操作ボタン、マウス又
はキーボード等である。入力操作部６によって生成された指示信号は、バス８を介して制
御部２に送信される。
【００１９】
　次に、図２及び図４を参照して表示装置１の制御部２の機能ブロックについて以下に説
明する。図２は、表示装置１の制御部２の機能ブロックを示す。図４は、表示部５に表示
される解析結果表示画面１０を示す図である。図２に示すように、制御部２は、取得部２
１と、生成部２２と、表示制御部２３とを備える。取得部２１は、同一の患者から取得さ
れた複数の心電図データ（生体情報データの一例）に対する自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０（
図４参照）を記憶部３から取得するように構成されている。図示しない自動解析装置は、
１つの心電図データに対して１つの自動解析結果を生成するように構成され、自動解析装
置によって生成された複数の心電図データに対する複数の自動解析結果が記憶部３に保存
される。尚、１つの心電図データとは、所定期間内に連続して取得された複数の心拍波形
を有する心電図波形を表す。
【００２０】
　本実施形態では、取得部２１は、互いに異なる時間帯において同一患者から取得された
１０個の心電図データに対する１０個の自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０を取得するように構成
される（尚、以降の説明では、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０を単に自動解析結果Ｒと総称す
る場合がある）。例えば、図４に示すように、自動解析結果Ｒ１は、２０１５年１２月８
日の１３時３５分５０秒から所定期間の間（例えば、１０秒間）に患者Ｐから取得された
心電図データに対する自動解析結果である。同様に、自動解析結果Ｒ２は、２０１５年１
２月８日の１３時３６分２５秒から所定期間の間に患者Ｐから取得された心電図データに
対する自動解析結果である。尚、図４に示す解析結果表示画面１０に表示される自動解析
結果Ｒの数は特に限定されないが、自動解析結果Ｒの数は３以上であることが好ましい。
また、取得部２１は、入力操作部６を通じた操作者の入力操作に従って、記憶部３に保存
された複数の自動解析結果Ｒのうちの一部を取得するように構成されてもよい。この場合
、記憶部３には１０個以上の自動解析結果Ｒが保存されており、解析結果表示画面１０上
に表示すべき自動解析結果Ｒを操作者が選択できるための操作画面が表示部５に表示され
てもよい。さらに、取得部２１は、通信ネットワーク上に配置されたコンピュータからネ
ットワークインターフェース４を介して自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０を取得してもよい。
【００２１】
　図４に示すように、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０の各々は、少なくとも１つの所見情報を
有する。具体的には、自動解析結果Ｒ２は、３つの所見情報（「陰性」、「洞調律」及び
「心室性期外収縮」）を有する。また、自動解析結果Ｒ４は、５つの所見情報（「洞調律
」、「多発性上室性期外収縮」、「下壁心筋梗塞の疑い」、「Ｔ波異常」、「ＱＴｃ短縮
」）を有する。例えば、自動解析装置は、所定の時間帯に取得された心電図データを自動
的に解析することで、当該心電図データが所見情報データベースに保存された複数（例え
ば、４００個）の所見情報の各々に該当するかどうかを決定する。自動解析装置は、当該
心電図データが所見情報データベースに保存された複数の所見情報のうちの幾つかに該当
すると決定した場合、当該幾つかの所見情報が自動解析結果Ｒとして自動解析装置から出
力され、最終的に記憶部３に保存される。尚、自動解析結果Ｒは、所見情報に加えて、心
拍数に関する情報等を含んでもよい。
【００２２】
　生成部２２は、記憶部３に保存された所定のプログラムに基づいて、図４に示すような
解析結果表示画面１０を生成するように構成される。解析結果表示画面１０は、解析結果
比較領域Ｃ１（第１の解析結果比較領域）と、解析結果比較領域Ｃ２（第２の解析結果比
較領域）と、複数の解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０を有する。尚、以降の説明では、解析
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結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０を単に解析結果表示領域Ｄと総称する場合がある。
【００２３】
　解析結果比較領域Ｃ１は、矩形状の領域であって、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０のうち比
較基準となる自動解析結果が表示される領域である。解析結果比較領域Ｃ２は、矩形状の
領域であって、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０のうち比較対象となる自動解析結果が表示され
る領域である。解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２は、解析結果表示画面１０中に並んで表示さ
れる。解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２は、解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０よりも大きい。こ
れにより、解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２にそれぞれ表示される自動解析結果Ｒの視認性を
向上させることができる。また、解析結果比較領域Ｃ１の外周を囲む外枠Ｆｃ１の表示色
と解析結果比較領域Ｃ２の外周を囲む外枠Ｆｃ２の表示色が互いに異なっている。一例と
して、外枠Ｆｃ１の表示色は緑色であり、外枠Ｆｃ２の表示色は橙色である。
【００２４】
　解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０の各々は、矩形状の領域であって、自動解析結果Ｒ１～
Ｒ１０のうちの一つが表示される領域である。解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０は、解析結
果表示画面１０中に２段に並んで表示される。また、本実施形態では、解析結果表示画面
１０に表示された解析結果表示領域Ｄの数は特に限定されないが、解析結果表示領域Ｄの
数は３以上であることが好ましい。また、解析結果表示領域Ｄの数は、取得部２１によっ
て取得された自動解析結果Ｒの数に対応する。
【００２５】
　表示制御部２３は、生成部２２によって生成された解析結果表示画面１０を表示部５に
表示させるように構成される。特に、表示制御部２３は、取得部２１により取得された自
動解析結果Ｒ１～Ｒ１０が表示された解析結果表示画面１０を表示部５に表示させるよう
に構成される。具体的には、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０の各々を解析
結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０のうちの一つに表示する。ここで、表示制御部２３は、自動解
析結果Ｒ１～Ｒ１０が解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０に時系列に表示されるように、自動
解析結果Ｒ１～Ｒ１０の各々を解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０のうちの一つに表示させる
。図４では、最も時間的に古い心電図データに対する自動解析結果である自動解析結果Ｒ
１が解析結果表示領域Ｄ１に表示されると共に、最も時間的に新しい心電図データに対す
る自動解析結果である自動解析結果Ｒ１０が解析結果表示領域Ｄ１０に表示される。この
ように、図４では、解析結果表示領域Ｄ１から解析結果表示領域Ｄ１０に向かうに連れて
、時間的に新しい心電図データに対する自動解析結果Ｒが解析結果表示領域Ｄに表示され
る。これとは逆に、解析結果表示領域Ｄ１から解析結果表示領域Ｄ１０に向かうに連れて
、時間的に古い心電図データに対する自動解析結果Ｒが解析結果表示領域Ｄに表示されて
もよい。
【００２６】
　このように、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０が解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０に時系列に表
示されているため、操作者は、解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２に表示させる自動解析結果Ｒ
を容易に選択することができる。特に、直近の検査で取得された心電図データに対する自
動解析結果と数回前の検査で取得された心電図データに対する自動解析結果を比較すると
きに、操作者は、解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２に表示させる自動解析結果Ｒを容易に選択
することができる。
【００２７】
　さらに、図４に示すように、自動解析結果Ｒ１が入力操作部６を通じて操作者によって
指定されたときに、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ１を解析結果比較領域Ｃ１に表示
する。また、自動解析結果Ｒ２が入力操作部６を通じて操作者によって指定されたときに
、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ２を解析結果比較領域Ｃ２に表示する。
【００２８】
　次に、図３～図５を参照して本実施形態に係る生体情報表示方法について説明する。図
３は、本実施形態に係る生体情報表示方法を説明するためのフローチャートである。図５
は、解析結果表示画面１０を示す図である。
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【００２９】
　図３及び図４に示すように、ステップＳ１において、操作者は、入力操作部６を介して
自動解析結果Ｒ１（第１の自動解析結果）を比較基準となる自動解析結果として選択する
。具体的には、操作者がマウス操作等を通じて解析結果表示領域Ｄ１に表示されるチェッ
クボックスＢ１をクリックすることで、入力操作部６は、自動解析結果Ｒ１が操作者によ
って指定されたことを示す指示信号を生成して、当該指示信号を表示制御部２３に送信す
る。その後、表示制御部２３は、受信した指示信号に従って、自動解析結果Ｒ１が操作者
によって選択されたと判断して、当該選択された自動解析結果Ｒ１を解析結果比較領域Ｃ
１に表示する（ステップＳ２）。また、表示制御部２３は、チェックボックスＢ１がクリ
ックされたときに、チェックボックスＢ１中にチェック印（レ点）を表示する。
【００３０】
　また、自動解析結果Ｒ１が解析結果比較領域Ｃ１に表示されたとき、表示制御部２３は
、解析結果表示領域Ｄ１を解析結果比較領域Ｃ１に関連付けるように、解析結果表示領域
Ｄ１を強調表示する。例えば、図４に示すように、表示制御部２３は、解析結果比較領域
Ｃ１の外枠Ｆｃ１と同一の表示色を有し、解析結果表示領域Ｄ１の外周を囲む外枠Ｆｄ１
を表示する。このように、外枠Ｆｄ１により、操作者は、自動解析結果Ｒ１が解析結果比
較領域Ｃ１に表示されていることを瞬時に把握することができるので、表示装置１の操作
性を向上させることができる。
【００３１】
　また、解析結果比較領域Ｃ１の背景色が例えば白色以外の所定の色である場合、表示制
御部２３は、解析結果表示領域Ｄ１の背景色が解析結果比較領域Ｃ１の背景色と同一とな
るように、解析結果表示領域Ｄ１の表示形態を変更してもよい。また、解析結果比較領域
Ｃ１の外枠Ｆｃ１の線幅と解析結果表示領域Ｄ１の外枠Ｆｄ１の線幅を同じにしてもよい
。これらの場合も同様に、操作者は、解析結果表示領域Ｄ１が解析結果比較領域Ｃ１に関
連付けられていることを視認可能である。このように、解析結果表示領域Ｄ１が解析結果
比較領域Ｃ１に関連付けられていることが視認可能であれば、操作者によって指定された
解析結果表示領域Ｄ１の表示形態は特に限定されない。
【００３２】
　次に、ステップＳ３において、操作者は、入力操作部６を介して自動解析結果Ｒ２（第
２の自動解析結果）を比較対象となる自動解析結果として選択する。具体的には、操作者
がマウス操作等を通じて解析結果表示領域Ｄ２の所定箇所をクリックすることで、入力操
作部６は、自動解析結果Ｒ２が操作者によって指定されたことを示す指示信号を生成して
、当該指示信号を表示制御部２３に送信する。その後、表示制御部２３は、受信した指示
信号に従って、自動解析結果Ｒ２が操作者によって選択されたと判断して、当該選択され
た自動解析結果Ｒ２を解析結果比較領域Ｃ２に表示する（ステップＳ４）。
【００３３】
　また、自動解析結果Ｒ２が解析結果比較領域Ｃ２に表示されたとき、表示制御部２３は
、解析結果表示領域Ｄ２を解析結果比較領域Ｃ２に関連付けるように、解析結果表示領域
Ｄ２を強調表示する。例えば、図４に示すように、表示制御部２３は、解析結果比較領域
Ｃ２の外枠Ｆｃ２と同一の表示色を有し、解析結果表示領域Ｄ２の外周を囲む外枠Ｆｄ２
を表示する。このように、外枠Ｆｄ２によって、操作者は、自動解析結果Ｒ２が解析結果
比較領域Ｃ２に表示されていることを瞬時に把握できるので、表示装置１の操作性を向上
させることができる。
【００３４】
　また、解析結果比較領域Ｃ２の背景色が例えば白色以外の所定の色である場合、表示制
御部２３は、解析結果表示領域Ｄ２の背景色が解析結果比較領域Ｃ２の背景色と同一とな
るように、解析結果表示領域Ｄ２の表示形態を変更してもよい。また、解析結果比較領域
Ｃ２の外枠Ｆｃ２の線幅と解析結果表示領域Ｄ２の外枠Ｆｄ２の線幅を同じにしてもよい
。これらの場合も同様に、操作者は、解析結果表示領域Ｄ２が解析結果比較領域Ｃ２に関
連付けられていることを視認可能である。このように、解析結果表示領域Ｄ２が解析結果
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比較領域Ｃ２に関連付けられていることが視認可能であれば、操作者によって指定された
解析結果表示領域Ｄ２の表示形態は特に限定されない。
【００３５】
　次に、ステップＳ５において、表示制御部２３は、解析結果比較領域Ｃ１に表示された
自動解析結果Ｒ１と解析結果比較領域Ｃ２に表示された自動解析結果Ｒ２との間の差異点
を強調表示する。具体的には、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ１に含まれる３つの所
見情報（「ａｂｎｏｒｍａｌ　ｒｈｙｔｈｍ　ＥＣＧ」、「洞調律」、「心室性期外収縮
」）と自動解析結果Ｒ２に含まれる３つの所見情報（「陰性」、「洞調律」、「心室性期
外収縮」）との間で異なる所見情報を強調表示する。図４に示すように、自動解析結果Ｒ
１の所見情報と自動解析結果Ｒ２の所見情報との間で共通する所見情報である「洞調律」
と「心室性期外収縮」は表示形態が変更されない一方、自動解析結果Ｒ１の所見情報と自
動解析結果Ｒ２の所見情報との間で異なる所見情報である「ａｂｎｏｒｍａｌ　ｒｈｙｔ
ｈｍ　ＥＣＧ」と「陰性」の表示色がそれぞれ変更される。例えば、自動解析結果Ｒ１の
所見情報「ａｂｎｏｒｍａｌ　ｒｈｙｔｈｍ　ＥＣＧ」の表示色は、自動解析結果Ｒ１の
外枠Ｆｃ１の表示色と同一色に設定されてもよい。同様に、自動解析結果Ｒ２の所見情報
「陰性」の表示色は、自動解析結果Ｒ２の外枠Ｆｃ２の表示色と同一色に設定されてもよ
い。尚、解析結果比較領域Ｃ１に表示される差異点となる所見情報「ａｂｎｏｒｍａｌ　
ｒｈｙｔｈｍ　ＥＣＧ」が解析結果比較領域Ｃ２に明度が高い色（薄色）で表示されると
共に、解析結果比較領域Ｃ２に表示される差異点である所見情報「陰性」が解析結果比較
領域Ｃ１に明度が高い色（薄色）で表示されてもよい。
【００３６】
　次に、図３と図５を参照して、解析結果比較領域Ｃ２に表示される自動解析結果を自動
解析結果Ｒ２から自動解析結果Ｒ５に変更する処理について説明する。ステップＳ６では
、操作者は、入力操作部６を介して自動解析結果Ｒ５を比較対象となる自動解析結果とし
て選択する。具体的には、操作者がマウス操作等を通じて解析結果表示領域Ｄ５の所定箇
所をクリックすることで、入力操作部６は、自動解析結果Ｒ５が操作者によって指定され
たことを示す指示信号を生成して、当該指示信号を表示制御部２３に送信する。その後、
表示制御部２３は、受信した指示信号に従って、自動解析結果Ｒ５が操作者によって選択
されたと判断して、解析結果比較領域Ｃ２に表示される自動解析結果を自動解析結果Ｒ２
から自動解析結果Ｒ５に変更する（ステップＳ７）。
【００３７】
　また、自動解析結果Ｒ５が解析結果比較領域Ｃ２に表示されたとき、表示制御部２３は
、解析結果表示領域Ｄ５を解析結果比較領域Ｃ２に関連付けるように、解析結果表示領域
Ｄ５を強調表示する。例えば、図５に示すように、表示制御部２３は、解析結果比較領域
Ｃ２の外枠Ｆｃ２と同一の表示色を有し、解析結果表示領域Ｄ５の外周を囲む外枠Ｆｄ５
を表示する。このように、外枠Ｆｄ５により、操作者は、自動解析結果Ｒ５が解析結果比
較領域Ｃ２に表示されていることを瞬時に把握できる。
【００３８】
　次に、ステップＳ８において、表示制御部２３は、解析結果比較領域Ｃ１に表示された
自動解析結果Ｒ１と解析結果比較領域Ｃ２に表示された自動解析結果Ｒ５との間の差異点
を強調表示する。具体的には、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ１に含まれる３つの所
見情報（「ａｂｎｏｒｍａｌ　ｒｈｙｔｈｍ　ＥＣＧ」、「洞調律」、「心室性期外収縮
」）と自動解析結果Ｒ５に含まれる３つの所見情報（「陽性」、「洞性頻脈」、「異所性
期外収縮」）との間で異なる所見情報を強調表示する。図５に示すように、自動解析結果
Ｒ１の所見情報と自動解析結果Ｒ２の所見情報との間で異なる所見情報の表示色がそれぞ
れ変更される。本例では、両者の間で共通する所見情報が存在しないことから、自動解析
結果Ｒ１の所見情報「ａｂｎｏｒｍａｌ　ｒｈｙｔｈｍ　ＥＣＧ」、「洞調律」及び「心
室性期外収縮」の表示色がそれぞれ変更されると共に、自動解析結果Ｒ５の所見情報「陽
性」、「洞性頻脈」及び「異所性期外収縮」の表示色がそれぞれ変更される。例えば、自
動解析結果Ｒ１の３つの所見情報の表示色は、自動解析結果Ｒ１の外枠Ｆｃ１の表示色と
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同一色に設定されてもよい。同様に、自動解析結果Ｒ５の３つの所見情報の表示色は、自
動解析結果Ｒ２の外枠Ｆｃ２の表示色と同一色に設定されてもよい。
【００３９】
　尚、本実施形態では、解析結果比較領域Ｃ１に表示された自動解析結果Ｒ１と解析結果
比較領域Ｃ２に表示された自動解析結果Ｒ２（又はＲ５）との間の差異点が強調表示され
ているが、これとは反対に、表示制御部２３は、解析結果比較領域Ｃ１に表示された自動
解析結果Ｒ１と解析結果比較領域Ｃ２に表示された自動解析結果Ｒ２（又はＲ５）との間
の共通点を強調表示してもよい。つまり、表示制御部２３は、自動解析結果Ｒ１に含まれ
る所見情報と自動解析結果Ｒ２（又はＲ５）に含まれる所見情報との間で共通する所見情
報を強調表示してもよい。また、本実施形態では、所見情報の表示色が変更されることで
、所見情報が強調表示されているが、例えば、所見情報の文字列を太文字にする、所見情
報の文字列に下線を引く、又は所見情報の文字列のフォントを変更することで、所見情報
が強調表示されてもよい。このように、自動解析結果Ｒ１の所見情報と自動解析結果Ｒ２
（又はＲ５）の所見情報との間で異なる（又は共通する）所見情報が操作者に明確に視認
される限りにおいて、所見情報を強調表示する手法は特に限定されない。
【００４０】
　本実施形態によれば、自動解析結果Ｒ１～Ｒ１０の各々が解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１
０のうちの一つに表示される。さらに、自動解析結果Ｒ１が操作者によって指定されたと
きに、当該指定された自動解析結果Ｒ１が解析結果比較領域Ｃ１に表示されると共に、自
動解析結果Ｒ２が操作者によって指定されたときに、当該指定された自動解析結果Ｒ２が
解析結果比較領域Ｃ２に表示される。このように、解析結果表示画面１０に対して手間の
かかる操作（画面切替や画面分割等）を要せずに、比較的簡単な操作により複数の自動解
析結果Ｒを比較することができる表示装置１を提供することができる。したがって、表示
装置１を用いることで診断時間を短縮することが可能となる。
　さらに、上記構成によれば、過去に取得された２つの心電図データに対する自動解析結
果を互いに比較することができる。また、操作者によって選択された２以上の自動解析結
果を比較基準となる自動解析結果（つまり、解析結果比較領域Ｃ１に表示される自動解析
結果）と比較することができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、解析結果比較領域Ｃ２に表示される自動解析結果を自動解析結
果Ｒ２から自動解析結果Ｒ５に変更する処理について説明したが、解析結果比較領域Ｃ１
に表示される自動解析結果を自動解析結果Ｒ１から自動解析結果Ｒ２～Ｒ１０のうちのい
ずれか一つに変更してもよい。例えば、操作者は、入力操作部６を介して自動解析結果Ｒ
６を比較基準となる自動解析結果として選択することで、表示制御部２３は、解析結果比
較領域Ｃ１に表示される自動解析結果を自動解析結果Ｒ１から自動解析結果Ｒ６に変更す
る。具体的には、操作者がマウス操作等を通じて解析結果表示領域Ｄ６に表示されるチェ
ックボックスＢ６をクリックすることで、入力操作部６は、自動解析結果Ｒ６が操作者に
よって指定されたことを示す指示信号を生成して、当該指示信号を表示制御部２３に送信
する。その後、表示制御部２３は、受信した指示信号に従って、自動解析結果Ｒ６が操作
者によって選択されたと判断して、当該選択された自動解析結果Ｒ６を解析結果比較領域
Ｃ１に表示する。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、解析結果比較領域Ｃ１に表示された自動解析結果Ｒ１の所
見情報と解析結果比較領域Ｃ２に表示された自動解析結果Ｒ２の所見情報との間の差異点
が強調表示されるので、操作者は、自動解析結果Ｒ１の所見情報と自動解析結果Ｒ２の所
見情報との差異点を明確に視認することができる。このように診断時間を短縮すると共に
診断精度を向上させることが可能な表示装置１を提供することができる。
【００４３】
　また、解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２が解析結果表示領域Ｄ１～Ｄ１０よりも大きいので
、操作者は、解析結果比較領域Ｃ１に表示される自動解析結果Ｒ１と解析結果比較領域Ｃ
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２に表示される自動解析結果Ｒ２との差異点を明確に視点することができる。例えば、文
字列が長い所見情報の場合、当該所見情報は解析結果表示領域Ｄに収まりきらないため、
操作者は、当該所見情報の全ての文字列を見るには横スクロールバーをスライド操作する
必要性がある。一方、解析結果表示領域Ｄよりも大きい解析結果比較領域Ｃ１，Ｃ２では
、操作者は、横スクロールバーをスライド操作しないで所見情報の全ての文字列を見るこ
とができる。このように診断時間を短縮すると共に診断精度を向上させることが可能な表
示装置１を提供することができる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る表示装置１をソフトウェアによって実現するためには、生体情
報表示プログラムが記憶部３又はＲＯＭに予め組み込まれていてもよい。または、生体情
報表示プログラムは、磁気ディスク（ＨＤＤ、フロッピーディスク）、光ディスク（ＣＤ
－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭ、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク等）、光磁気ディスク（ＭＯ等）、
フラッシュメモリ（ＳＤカード、ＵＳＢメモリ、ＳＳＤ等）等のコンピュータ読取可能な
記憶媒体に格納されていてもよい。この場合、記憶媒体が表示装置１に接続されることで
、当該記憶媒体に格納された生体情報表示プログラムが、記憶部３に組み込まれる。そし
て、記憶部３に組み込まれた当該プログラムがＲＡＭ上にロードされて、プロセッサがロ
ードされた当該プログラムを実行することで、制御部２は図２に示す各種処理を実行する
。換言すれば、当該プログラムがプロセッサにより実行されることで、
制御部２は、取得部２１、生成部２２および表示制御部２３として機能する。
【００４５】
　また、生体情報表示プログラムは、通信ネットワーク上のコンピュータからネットワー
クインターフェース４を介してダウンロードされてもよい。この場合も同様に、ダウンロ
ードされた当該プログラムが記憶部３に組み込まれる。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態について説明をしたが、本発明の技術的範囲が本実施形態の説
明によって限定的に解釈されるべきではない。本実施形態は一例であって、特許請求の範
囲に記載された発明の範囲内において、様々な実施形態の変更が可能であることが当業者
によって理解されるところである。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された発
明の範囲及びその均等の範囲に基づいて定められるべきである。
【００４７】
　また、本実施形態では、本発明の生体情報表示装置の一例として複数の心電図データに
対する自動解析結果を表示する表示装置１について説明したが、本発明の生体情報表示装
置は、これには限定されない。例えば、本発明の生体情報表示装置は、脳波データ、脈波
データ、筋電図データまたは呼気データ等の生体情報データに対する自動解析結果を表示
可能な表示装置であってもよい。この場合でも同様に、比較的簡単な操作により複数の自
動解析結果を比較可能な生体情報表示装置を提供することができる。
【００４８】
　本実施形態の概要について以下にまとめる。
　本実施形態に係る生体情報表示装置は、
　互いに異なる時間帯に取得された３以上の生体情報データに対する自動解析結果を取得
するように構成された取得部と、
　３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結果表
示画面を生成するように構成された生成部と、
　前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させるように構成された表示制御部と
、を備える。
　前記表示制御部は、前記３以上の自動解析結果の各々を前記３以上の解析結果表示領域
のうちの一つに表示し、
　前記表示制御部は、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果を前記第１の解析結果比較領域に表示し、
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　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果を前記第２の解析結果比較領域に表示する。
【００４９】
　上記構成によれば、３以上の自動解析結果の各々が３以上の解析結果表示領域のうちの
一つに表示される。さらに、３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者に
よって指定されたときに、第１の自動解析結果が第１の解析結果比較領域に表示されると
共に、３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、第２の自動解析結果が第２の解析結果比較領域に表示される。
　このように、解析結果表示画面に対して手間のかかる操作（画面切替や画面分割等）を
要せずに、比較的簡単な操作により複数の生体情報データに対する自動解析結果を比較す
ることができる生体情報表示装置を提供することができる。したがって、当該生体情報表
示装置を用いることで、診断時間を短縮することが可能となる。
　さらに、上記構成によれば、過去に取得された２つの生体情報データに対する自動解析
結果を互いに比較することができる。また、操作者によって選択された２以上の自動解析
結果を比較基準となる自動解析結果と比較することができる。
【００５０】
　また、前記表示制御部は、前記第１の解析結果比較領域に表示された前記第１の自動解
析結果と前記第２の解析結果比較領域に表示された前記第２の自動解析結果との間の差異
点又は共通点を強調表示するように構成されていてもよい。
【００５１】
　上記構成によれば、第１の解析結果比較領域に表示された第１の自動解析結果と第２の
解析結果比較領域に表示された第２の自動解析結果との間の差異点又は共通点が強調表示
されるので、操作者は、第１の自動解析結果と第２の自動解析結果との間の差異点又は共
通点を明確に視認することができる。このように、当該生体情報表示装置を用いることで
、診断時間を短縮すると共に診断精度を向上させることが可能となる。
【００５２】
　また、前記３以上の自動解析結果の各々は、少なくとも１つの所見情報を有し、
　前記表示制御部は、前記第１の自動解析結果の所見情報と前記第２の自動解析結果の所
見情報との間で共通する又は異なる所見情報を強調表示するように構成されていてもよい
。
【００５３】
　上記構成によれば、第１の自動解析結果の所見情報と第２の自動解析結果の所見情報と
の間の差異点又は共通点が強調表示されるので、操作者は、第１の自動解析結果の所見情
報と第２の自動解析結果の所見情報との間の差異点又は共通点を明確に視認することがで
きる。このように、当該生体情報表示装置を用いることで、診断時間を短縮すると共に診
断精度を向上させることが可能となる。
【００５４】
　また、前記第１及び第２の解析結果比較領域は、前記解析結果表示領域よりも大きくて
もよい。
【００５５】
　上記構成によれば、第１，２の解析結果比較領域が解析結果表示領域よりも大きいので
、操作者は、第１の自動解析結果と第２の自動解析結果との間の相違点又は共通点をより
明確に視認することができる。このように、当該生体情報表示装置を用いることで、診断
時間を短縮すると共に診断精度を向上させることが可能となる。
【００５６】
　また、前記第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示されたときに、
　前記表示制御部は、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第１
の解析結果比較領域に関連付けるように、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果
表示領域を強調表示してもよい。
　前記第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示されたときに、
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　前記表示制御部は、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第２
の解析結果比較領域に関連付けるように、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果
表示領域を強調表示してもよい。
【００５７】
　上記構成によれば、第１の自動解析結果が第１の解析結果比較領域に表示されたときに
、第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を第１の解析結果比較領域に関連付
けるように、第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示される。同時
に、第２の自動解析結果が第２の解析結果比較領域に表示されたときに、第２の自動解析
結果が表示された解析結果表示領域を第２の解析結果比較領域に関連付けるように、第２
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示される。
　このように、操作者は、第１，２の解析結果比較領域に表示されている自動解析結果が
どの生体情報データに対する自動解析結果に相当するのかを瞬時に把握することができる
。このように、生体情報表示装置の操作性（特に、生体情報表示装置の使用時における解
析結果表示画面の視認性）を向上させることができる。
【００５８】
　また、前記３以上の自動解析結果は、前記３以上の解析結果表示領域に時系列に表示さ
れてもよい。
【００５９】
　上記構成によれば、３以上の自動解析結果が３以上の解析結果表示領域に時系列に表示
されているため、操作者は、比較対象となる自動解析結果（第１，２の解析結果比較領域
に表示させる自動解析結果）を容易に選択することができる。特に、直近の検査で取得さ
れた生体情報データに対する自動解析結果と数回前の検査で取得された生体情報データに
対する自動解析結果を比較するときに、操作者は、比較対象となる自動解析結果を容易に
選択することができる。
【００６０】
　前記生体情報データは、心電図データでもよい。
【００６１】
　上記構成によれば、比較的簡単な操作により複数の心電図データの自動解析結果を比較
することができる生体情報表示装置を提供することができる。
【００６２】
　本実施形態に係る生体情報表示方法は、
（ａ）互いに異なる時間帯に取得された３以上の生体情報データに対する自動解析結果を
取得するステップと、
（ｂ）３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結
果表示画面を生成するステップと、
（ｃ）前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させるステップと、
を含む。
　前記ステップ（ｃ）では、
　前記３以上の自動解析結果の各々が前記３以上の解析結果表示領域のうちの一つに表示
され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示される。
【００６３】
　上記方法によれば、３以上の自動解析結果の各々が３以上の解析結果表示領域のうちの
一つに表示される。さらに、３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者に
よって指定されたときに、第１の自動解析結果が第１の解析結果比較領域に表示されると
共に、３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、第２の自動解析結果が第２の解析結果比較領域に表示される。
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　このように、解析結果表示画面に対して手間のかかる操作（画面切替や画面分割等）を
要せずに、比較的簡単な操作により複数の生体情報データに対する自動解析結果を比較す
ることができる生体情報表示方法を提供することができる。したがって、当該生体情報表
示方法により診断時間を短縮することが可能となる。
　さらに、上記方法によれば、過去に取得された２つの生体情報データに対する自動解析
結果を互いに比較することができる。また、操作者によって選択された２以上の自動解析
結果を比較基準となる自動解析結果と比較することができる。
【００６４】
　また、前記ステップ（ｃ）では、
　前記第１の解析結果比較領域に表示された前記第１の自動解析結果と前記第２の解析結
果比較領域に表示された前記第２の自動解析結果との間の差異点又は共通点が強調表示さ
れてもよい。
【００６５】
　上記方法によれば、第１の解析結果比較領域に表示された第１の自動解析結果と第２の
解析結果比較領域に表示された第２の自動解析結果との間の差異点又は共通点が強調表示
されるので、操作者は、第１の自動解析結果と第２の自動解析結果との間の差異点又は共
通点を明確に視認することができる。このように、当該生体情報表示方法により診断時間
を短縮すると共に診断精度を向上させることが可能となる。
【００６６】
　また、前記３以上の自動解析結果の各々は、少なくとも１つの所見情報を有し、
　前記ステップ（ｃ）では、前記第１の自動解析結果の所見情報と前記第２の自動解析結
果の所見情報との間で共通する又は異なる所見情報が強調表示されてもよい。
【００６７】
　上記方法によれば、第１の自動解析結果の所見情報と第２の自動解析結果の所見情報と
の間の差異点又は共通点が強調表示されるので、操作者は、第１の自動解析結果の所見情
報と第２の自動解析結果の所見情報との間の差異点又は共通点を明確に視認することがで
きる。このように、当該生体情報表示方法により診断時間を短縮すると共に診断精度を向
上させることが可能となる。
【００６８】
　また、前記第１及び第２の解析結果比較領域は、前記解析結果表示領域よりも大きくし
てもよい。
【００６９】
　上記方法によれば、第１，２の解析結果比較領域が解析結果表示領域よりも大きいので
、操作者は、第１の自動解析結果と第２の自動解析結果との間の相違点又は共通点をより
明確に視認することができる。このように、当該生体情報表示方法により診断時間を短縮
すると共に診断精度を向上させることが可能となる。
【００７０】
　また、前記ステップ（ｃ）では、
　前記第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示されたときに、前記第１
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第１の解析結果比較領域に関連付け
るように、前記第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示されてもよ
い。
　前記第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示されたときに、前記第２
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を前記第２の解析結果比較領域に関連付け
るように、前記第２の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示されてもよ
い。
【００７１】
　上記方法によれば、第１の自動解析結果が第１の解析結果比較領域に表示されたときに
、第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域を第１の解析結果比較領域に関連付
けるように、第１の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示される。同時
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に、第２の自動解析結果が第２の解析結果比較領域に表示されたときに、第２の自動解析
結果が表示された解析結果表示領域を第２の解析結果比較領域に関連付けるように、第２
の自動解析結果が表示された解析結果表示領域が強調表示される。
　このように、操作者は、第１，２の解析結果比較領域に表示されている自動解析結果が
どの生体情報データに対する自動解析結果に相当するのかを瞬時に把握することができる
。このように、視認性が向上した生体情報表示方法を提供することができる。
【００７２】
　また、前記３以上の自動解析結果は、前記３以上の解析結果表示領域に時系列に表示さ
れてもよい。
【００７３】
　上記方法によれば、３以上の自動解析結果が３以上の解析結果表示領域に時系列に表示
されているため、操作者は、比較対象となる自動解析結果（第１，２の解析結果比較領域
に表示させる自動解析結果）を容易に選択することができる。特に、直近の検査で取得さ
れた生体情報データに対する自動解析結果と数回前の検査で取得された生体情報データに
対する自動解析結果を比較するときに、操作者は、比較対象となる自動解析結果を容易に
選択することができる。
【００７４】
　また、前記生体情報データは、心電図データでもよい。
【００７５】
　上記方法によれば、比較的簡単な操作により複数の心電図データの自動解析結果を比較
することができる生体情報表示方法を提供することができる。
【００７６】
　本実施形態に係るプログラムは、
　互いに異なる時間帯に取得された３以上の生体情報データに対する自動解析結果を取得
する機能と、
　３以上の解析結果表示領域と、第１及び第２の解析結果比較領域とを有する解析結果表
示画面を生成する機能と、
　前記生成された解析結果表示画面を表示部に表示させる機能と、
をコンピュータに実現させる。
　前記解析結果表示画面を表示部に表示させる機能では、
　前記３以上の自動解析結果の各々が前記３以上の解析結果表示領域のうちの一つに表示
され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第１の自動解析結果が前記第１の解析結果比較領域に表示され、
　前記３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定されたとき
に、当該第２の自動解析結果が前記第２の解析結果比較領域に表示される。
【００７７】
　上記プログラムによれば、３以上の自動解析結果の各々が３以上の解析結果表示領域の
うちの一つに表示される。さらに、３以上の自動解析結果のうち第１の自動解析結果が操
作者によって指定されたときに、第１の自動解析結果が第１の解析結果比較領域に表示さ
れると共に、３以上の自動解析結果のうち第２の自動解析結果が操作者によって指定され
たときに、第２の自動解析結果が第２の解析結果比較領域に表示される。
　このように、解析結果表示画面に対して手間のかかる操作（画面切替や画面分割等）を
要せずに、比較的簡単な操作により複数の生体情報データに対する自動解析結果を比較す
ることができるプログラムを提供することができる。したがって、当プログラムにより診
断時間を短縮することが可能となる。
　さらに、上記プログラムによれば、過去に取得された２つの生体情報データに対する自
動解析結果を互いに比較することができる。また、操作者によって選択された２以上の自
動解析結果を比較基準となる自動解析結果と比較することができる。
【００７８】
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　また、上記プログラムが記憶されたコンピュータ読取可能な記憶媒体が提供されてもよ
い。
【符号の説明】
【００７９】
１：生体情報表示装置（表示装置）
２：制御部
３：記憶部
４：ネットワークインターフェース
５：表示部
６：入力操作部
８：バス
１０：解析結果表示画面
２１：取得部
２２：生成部
２３：表示制御部
Ｂ１，Ｂ６：チェックボックス
Ｃ１：解析結果比較領域（第１の解析結果比較領域）
Ｃ２：解析結果比較領域（第２の解析結果比較領域）
Ｄ１～Ｄ１０：       解析結果表示領域
Ｆｃ１，Ｆｃ２，Ｆｄ１，Ｆｄ２，Ｆｄ５：外枠
Ｒ１～Ｒ１０：自動解析結果

【図１】 【図２】



(17) JP 6646464 B2 2020.2.14

【図３】 【図４】

【図５】



(18) JP 6646464 B2 2020.2.14

10

フロントページの続き

    審査官  清水　裕勝

(56)参考文献  特開２０１１－０８３５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－２０９３４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２２６７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２０８３６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１６９４３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０１７７５５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／００－５／２２
              Ｇ０６Ｑ　　５０／２２
              Ｇ１６Ｈ　　１０／００－８０／００　　　　



专利名称(译) 生物信息显示装置，生物信息显示方法，程序和存储介质

公开(公告)号 JP6646464B2 公开(公告)日 2020-02-14

申请号 JP2016028882 申请日 2016-02-18

[标]申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

[标]发明人 森合信基
大澤康弘
紫竹弘之

发明人 森合 信基
大澤 康弘
紫竹 弘之

IPC分类号 A61B5/044 A61B5/00 A61B5/04

FI分类号 A61B5/04.314.G A61B5/00.D A61B5/04.ZDM

F-TERM分类号 4C117/XB09 4C117/XC19 4C117/XE17 4C117/XF01 4C117/XF03 4C117/XG01 4C117/XG03 4C117
/XG04 4C117/XG05 4C117/XG18 4C117/XG36 4C117/XJ12 4C117/XJ34 4C117/XJ35 4C117/XJ36 
4C117/XJ48 4C117/XM01 4C117/XM02 4C117/XM04 4C117/XM05 4C117/XP12 4C117/XR01 4C127
/AA02 4C127/HH11 4C127/KK03

其他公开文献 JP2017144090A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种生物信息显示装置，该生物信息显示装置能够通
过比较简单的操作对多个生物信息数据的自动分析结果进行比较。 -R10
用于在互不相同的时区获取的心电图数据； 生成部，其生成具有分析结
果显示区域D1〜D10以及分析结果比较区域C1，C2的分析结果显示画面
10。 显示控制部，将生成的分析结果显示画面10显示在显示部上。 显示
控制部分在分析结果显示区域D1-D10之一上显示每个自动分析结果R1-
R10。 当由操作员指定自动分析结果R1时，显示控制部在分析结果比较
区域C1上显示自动分析结果R1，由操作员指定自动分析结果R2时，在
其上显示自动分析结果R2。 分析结果比较区域C2。选择的图形：图4

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d8c266f4-0696-4de9-b2e3-1e51cb207897
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059682491/publication/JP6646464B2?q=JP6646464B2

